
定   款 
 
第１章  総  則 

 

（名称） 
第１条 本会は，有限責任中間法人日本高気圧環境・潜

水医学会と称する。 
（主たる事務所の所在地） 
第２条 本会は，主たる事務所を東京都文京区湯島一丁

目 5番 45号 
 東京医科歯科大学大学院健康教育学分野に置く。 
（目的） 
第３条 本会は，高気圧環境医学および潜水医学の進歩

を図り，これを通じて学術文化の発展と専門医制度の

維持発展とに寄与することを目的とし，次の事業を行

う。 
  １．学術集会の開催 
  ２．会誌及び図書の刊行 
  ３．研究，教育，研修及び調査 
  ４．高気圧酸素治療専門医制度に係わる事業 
  ５．国内外の関係学術団体との連絡，提携ならびに

事業の支援 
  ６．その他の本会の目的を達成するために必要な事

業 
（基金の総額） 
第４条 本会の基金の総額（代替基金を含む。）は，金

300万円とする。 
（公告の方法） 
第５条 本会の公告は，本会の発行する会誌に掲載して

行う。 
（基金の拠出者の権利に関する規定） 
第６条 本会に拠出された基金は，基金拠出契約に定め

る期日まで返還しない。 
（基金の返還の手続） 
第７条 基金の拠出者に返還する基金の総額について

定時社員総会における決議を経た後，理事が決定した

ところにしたがって返還する。 

 
   第２章  社  員 

 

（入社） 
第８条 本会の目的に賛同し，入社した者を社員とする。 
 ② 社員となるには，次章に定める会員となった上，

第５章に定めるところにより評議員に選任されるこ

とを要する。 
（退社） 
第９条 社員は会員資格を喪失したとき，社員たる資 

格を失う。 
 
   第３章  会  員 

 

（会員の種類） 
第１０条 本会の会員は，次の 5種とする。 
１．正会員 本会の目的に賛同して入会し，所定の

会費を納入する医師及び歯科医師，ならびに医学

研究者，医療従事者又は医用工学者 
２．賛助会員 本会の目的に賛同して入会し，所定

の賛助会費を納入する団体又は個人 
３．名誉会員 高気圧環境医学のために多大な貢献

のあった者の中から，理事会及び社員 総会の決

議を経て代表理事が推薦した個人 
４．功労会員 本会に功労のあった者の中から，理

事会及び社員総会の決議を経て，代表理事が推薦

した個人 
５．会誌購読会員 所定の会費を納入して本会の会

誌を購読する団体又は個人 
（入会） 
第１１条 本会に入会しようとする者は，所定の事項を

記入した入会申込書に当該年度の会費を添えて，本会

事務局に申し込むものとする。 
（会費） 
第１２条 会員は，各種会員の別に応じて定款施行細則

（以下，細則という。）に定める会費を支払わなけれ

ばならない。 
 ② 納付された会費は，理由の如何を問わず返還し



ない。 
（会員資格の喪失） 
第１３条 会員が次の各号の一に該当する場合には，そ

の資格を喪失する。 
１．退会したとき。 
２．2年以上会費を滞納したとき（但し，機関誌等
の送付は 1年間とする）。 
３．死亡し，若しくは失踪宣言を受け，又は会員 
である団体が解散したとき。 
４．除名されたとき。 
（退会） 
第１４条 本会を退会しようとする者は，退会届を本会

事務局に提出しなければならない。 
（除名） 
第１５条 会員が次の各号の一に該当する場合には，社

員総会における決議に基づき，除名することができる。

この場合，その会員に対し，決議の前に弁明の機会を

与えなければならない。 
１．本会の定款に違反したとき。 
２．本会の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為を

したとき。 
 
   第４章  役  員 

 

（役員） 
第１６条 本会に，次の役員及び役職を置く。 
 １．理事 6名以上 10名以内 
 ２．監事 2名  
  ３．会長 1名 
  ４．次年度会長 1名 
 ② 理事のうち，1名を代表理事，1名を副代表理事
とする。 
（選任） 
第１７条 理事及び監事は，評議員の中から，定款並び

に細則の定めるところに従い選任する。ただし，必要

があるときは，評議員以外の者から選任することを妨

げない。 
② 代表理事は，理事の互選によって選任する。 

③ 副代表理事は，理事の中から，代表理事の指

名によって選任する。 
④ 会長及び次年度会長は，正会員の中から，理

事会の審議を経て代表理事が推薦し，社員総会

の承認を受けて選任する。 
（役員の職務） 
第１８条 代表理事は，本会を代表し，本会の業務を統

括する。 
② 副代表理事は，代表理事を補佐し，代表理事

に事故のあったとき又は欠けたときは，その職

務を代行する。 
③ 理事は，理事会を構成し，定款及び社員総会

の決議に基づき，本会の業務を執行する。 
④ 監事は，次に掲げる業務を行う。 
１．会計を監査すること。 
２．理事の業務執行状況を監査すること。 
３．会計及び業務の執行について，不正の事実を

発見したときは，これを理事会又は社員総会に

報告すること。 
４．前号の報告をするため必要があるときは，理

事会，社員総会又は学術総会の招集を請求し，

若しくは招集すること。 
５．その他，中間法人法第 55条に規定される職
務 

  ⑤ 会長は，学術総会を主宰する。 
 ⑥ 次年度会長は，会長を補佐する。 
（任期） 
第１９条 代表理事，副代表理事及び理事の任期は，就

任後 2 年以内の最終の事業年度に関する定時社員総
会の終結の時までとし，監事の任期は，就任後４年以

内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の

時までとする。ただし，再任を妨げない。 
② 会長及び次年度会長の任期は，通常学術総会

終了の翌日に始まり，次期通常学術総会終了の

日に終わる。 
③ 補充又は増員によって選任された役員の任期

は，前任者又は他の在任者の任期の残存期間と

同一とする。 



（理事及び監事の報酬） 
第２０条 理事及び監事の報酬は，それぞれ社員総会の

決議をもって定める。 
 
第５章 評議員及び幹事 

 

（評議員） 
第２１条 本会に，評議員を置く。 
② 評議員は正評議員，推薦評議員からなる。 
③ 評議員は，正会員の中から定款施行細則の定め

るところに従い選任する。 
④ 評議員をもって中間法人法上の社員とする。 
⑤ 評議員の任期は 3年とする。ただし，再任を妨
げない。 
⑥ 本会は評議員の氏名及び住所を記載した社員

名簿を作成し，主たる事務所に備えおくものとす

る。 
（幹事） 
第２２条 本会に，幹事若干名を置くことができる。 
② 幹事は理事会の決議を経て，代表理事が委嘱す

る。 
③ 幹事は，本会の業務を分掌する。 
④ 幹事の任期は 1年とする。ただし，再任を妨げ
ない。 

 
第６章 会議及び委員会 

 

（会議） 
第２３条 本会には，会務を議するために次の会議を置

く。 
   １．理事会 
   ２．社員総会 
   ３．学術総会 
（理事会） 
第２４条 理事会は，理事をもって構成する。 
② 理事会は，この定款で別に定めるもののほか，

次の事項を決議する。 
１．社員総会に付議すべき事項  

２．社員総会の決議した事項の執行に関する事 

項 
３．その他，社員総会の決議を要しない業務の執

行に関する事項 
③ 理事会は，通常理事会及び臨時理事会の２種と

する。 
④ 通常理事会は，毎年 2回開催する。 
⑤ 臨時理事会は，次の各号の一に該当する場合に

開催する。 
１．代表理事が必要と認めたとき。 
２．理事現在数の 3 分の 1 以上から会議の目的
である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったとき。 
３．第 18条第 4項第 4号の規定により，監事か
ら招集の請求があったとき。 
⑥ 理事会は，代表理事が招集する。 
⑦ 代表理事は，本条第 5項第 2号又は第 3号に 
該当する場合は，その書面の到達した日から 14
日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 
⑧ 理事会を開催するときは，開催日時，場所及 
び審議事項を記載した書面をもって，会日より 7
日前までに各理事に対して通知しなければなら

ない。 
⑨ 理事会の議長は，代表理事がこれに当たる。 
理事会は，理事現在数の 3分の 2以上の出席 
⑩（書面表決者及び表決委任者によるみなし出 
席も含む。）がなければ議事を行い，決議するこ

とができない。 
⑪やむを得ない理由のため理事会に出席できな    

い理事は，あらかじめ通知された事項について書

面をもって表決し，又は他の理事を代理人として

表決を委任することができる。 
⑫ 前項の場合，その理事は出席したものとみなす。 
⑬ 理事会の決議は，この定款に規定するものの 
ほか，出席した理事の過半数をもって決し，可否

同数のときは，議長の決するところによる。 
⑭ 理事会の議事については，次の事項を記載した

議事録を作成しなければならない。 





⑱ 名誉会員及び功労会員は，社員総会に出席し 
て意見を述べることができる。 

（学術総会） 
第２６条 学術総会は，第 10 条で定める本会会員，第

28 条で定める高気圧酸素治療安全協会会員，定款第
29 条で定める高気圧酸素治療技術部会会員をもって
構成する。 
② 学術総会は学術研究発表の場であり，学会は 
運営に関する重要な事項を報告する。 
③ 学術総会は，毎年 1回開催する。 
④ 学術総会は，会長が招集する。 
⑤ 学術総会を開催するときは，開催日時，場所 
及び学術研究発表事項等を記載した書面をもっ

て，会日より相当準備日数前までに各会員に対

して通知しなければならない。 
（委員会） 
第２７条 本会には，その事業の円滑な実施をはかるた

め，委員会を設置することができる。 
② 委員会には顧問を置くことができる。 
③ 委員会の設置及び解散は，理事会の決議によ 
る。 
④ 委員会の委員長，委員及び顧問は，理事会の 
決議を経て，代表理事が委嘱する。 
⑤ 委員の任期は 2年とする。ただし，再任を妨げ
ない。 

（高気圧酸素治療安全協会） 
第２８条 本会に高気圧酸素治療安全協会を置く。 
② 高気圧酸素治療安全協会の会員は高気圧 
酸素治療装置を設置する医療機関およびその施

設に係わる販売業者、再圧治療またはスポーツ

医学等の団体ならびに高気圧酸素治療安全協会

理事会によって指定される個人。 
③ 高気圧酸素治療安全協会の設置，解散は理事

会および社員総会の決議による。 
④ 高気圧酸素治療安全協会の事業，ならびに 

運営は別に定める規定により行う。 
（高気圧酸素治療技術部会） 
第２９条 本会に高気圧酸素治療技術部会を置く。 

高気圧酸素治療技術部会の会員は看護師、臨床

工学技士ならびにその他本部会への入会を希望す

る者。 
② 

③ 

高気圧酸素治療技術部会の設置，解散は理 
事会および社員総会の決議による。 
高気圧酸素治療技術部会の事業，ならびに運 
営は別に定める規定により行う。 

（地方会） 
第３０条 本会に地方会を設立することができる。 
② 地方会は，その申請に基づき，理事会および 
社員総会の決議により設立され，解散は理事会

および社員総会の決議による。 
③ 地方会は，毎年 1回以上学術集会を開催する。 
④ 地方会は，第 3 条に則り，事業ならびに運営
に関する会則を規定する事ができる。 
⑤ 地方会の名称は，「日本高気圧環境・潜水医学

会」の文字にその地方会を表す文字を付加し，

各地方会が理事会の了承を得て定めるものとす

る。 
 
   第７章  計  算 

 

第３１条 本会の事業年度は，毎年 9 月 1 日から翌年 8
月 31日までとする。 
（計算書類の作成及び承認） 
第３２条 代表理事は，毎事業年度，次の書類及び附属

明細書を作成して，理事会の決議を経た後，定時社員

総会に提出し，3の書類についてはその内容を報告し，
1，2 及び 4 の各書類については承認を求めなければ
ならない。 
   １．貸借対照表 
  ２．損益計算書 
   ３．事業報告書 
   ４．剰余金の処分又は損失の処理に関する議案 
 
   第８章  補  則 

 

第３３条 この定款は，理事会の決議を経た後，社員総



数の 4 分の 3 以上の賛成を得た社員総会の決議によ
らなければ変更することができない。 
第３４条 この定款を施行するために必要な事項は，理

事会及び社員総会の決議を経て，代表理事が別に定め

る。 
第３５条 社員の氏名及び住所は次のとおりとする。 
    東京都世田谷区北烏山一丁目 30番 14号 
        眞 野  喜 洋 
      大分県中津市宮夫 14番地の 1 
        川 嶌  眞 人 
第３６条 本会の最初の事業年度は，本会成立の日から

平成 19年 8月 31日までとする。 
第３７条 本会の最初の役員の任期は，いずれも就任後

1 年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終
結のときまでとする。 
第３８条 この定款に規定のない事項は，すべて中間法

人法その他の法令によるものとする。 
第３９条 この定款は、理事会および社員総会の議決を経

て、変更することができる。 

 

附 則 

１． この定款は平成 18年 12月 16 日から施行する。 


